
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市行政不服審査会答申 

（第10号） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年６月21日 

 

横浜市行政不服審査会 

 

 



1 
 

１ 審査会の結論 

  「平成 29年度施設・事業利用調整結果（保留）処分」に係る審査請求は棄

却するべきであるとの審査庁の判断は妥当である。 

 

２ 事案概要 

  審査請求人は、審査請求人の子（以下「対象児童」という。）について、子

ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 20条第１項に基づき、平成

28年 11月４日、保土ケ谷区長に対して保育給付の支給認定を申請するととも

に、保土ケ谷福祉保健センター長（以下「処分庁」という。）に対して保土ケ

谷区及び戸塚区に所在するＡ保育園、Ｂ保育園、Ｃ保育園、Ｄ保育園、Ｅ保

育園、Ｆ保育園及びＧ保育園（以下「本件各保育所」という。）の利用申請を

行った。 

保土ケ谷区長は、平成 29年１月 20日、同条第３項の規定に基づき、保育必

要量を「保育標準時間」（一月当たり平均 275時間まで（一日当たり 11時間ま

でに限る。））として認定した。 

一方、本件各保育所の利用申請については、本件各保育所の利用申込みに係

る児童の数及び本件各保育所を現に利用している児童の数の総数が、本件各保

育所の利用定員を超えたため、処分庁は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）第 24 条第３項及び附則第 73 条第１項の規定に基づき、利用調整を行い、

同年同月 27日、本件各保育所の施設利用申請を保留とするとの決定（以下「本

件処分」という。）を行った。 

同年２月１日、審査請求人は、本件処分を不服として、本件処分の取消しを

求めて審査請求を行った。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

  審査請求人が、審査請求書において主張している本件処分に対する主張は、

次のように要約される。 

(1) 本件処分は、児童福祉法第 24条第３項及び附則第 73条第１項の規定に基

づき、適切に利用調整を行ったとはいえない。 

(2) 本件処分の審査基準は、その内容が不明確である（行政手続法（平成５年

法律第 88号）第５条違反）。 

(3) 本件処分の理由としては、通知書に「定員超過」との記載しかなく、理由
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の提示として不十分である（行政手続法第８条違反）。 

(4) 処分庁が、児童福祉法第 24 条第２項における「必要な保育を確保するた

めの措置」を講じていないにもかかわらず、本件処分を行ったことは、不適

切あるいは違法である。 

(5) 本件処分により、対象児童は保育を受ける権利を侵害され、入所が認めら

れた児童との間での不平等が生じる。また、審査請求人も保育所を利用する

権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する（憲法第 13条、第 14

条及び第 25条並びに児童福祉法第 24条第１項違反）。 

 

４ 処分庁の主張の要旨 

  処分庁が、弁明書において主張している本件処分に対する主張は、次のよ

うに要約される。 

(1) 横浜市支給認定及び利用調整に関する基準 

児童福祉法第 24条第３項及び附則第 73条第１項に基づく利用調整が必要

な場合の利用調整基準として定められた、横浜市支給認定及び利用調整に関

する基準（平成 26 年 10 月 14 日こ企第 583 号。以下「基準通知」という。）

別表２「利用調整基準」、基準通知別表２－２「その他の世帯状況」及び基

準通知別表３「調整指数一覧表」は、「平成 29年度子ども・子育て支援新制

度 横浜市保育所等（２号・３号認定）利用案内」（以下「利用案内」とい

う。）に掲載され、保土ケ谷区においては、窓口で配布を行っているほか、

ウェブサイト上での閲覧及びダウンロードが可能であり、公表されている。 

(2) 本件における利用調整について 

  処分庁は、審査請求人から提出された申請書類に基づいて判断し、対象児

童を基準通知別表２「利用調整基準」及び基準通知別表２－２「その他の世

帯状況」に照らしＡランクと判断した。また、複数の児童が同一ランクで並

んだ場合の利用調整の優先順位を定める基準通知別表３「調整指数一覧表」

に照らし調整指数－１と判断した。 

このランク「Ａ」及び調整指数「－１」を用いて、保育所ごとに利用調整

を行った。ランク及び調整指数が同一となった児童が複数いた場合は、基準

通知別表３中「同一ランク・同一調整指数で並んだときの利用調整」に基づ

いて利用調整を行った。 

その結果、対象児童が申請した本件各保育所全てで、対象児童よりも優先
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順位の高い他の児童により受入可能数が満たされ、定員超過の状態となった。   

このため、処分庁は、審査請求人に対して、定員超過を理由とした施設利

用調整結果（保留）通知書を送付し、通知した。 

   また、各施設・事業の受入可能数はウェブサイト上において公表しており、

審査請求人が利用を希望する本件各保育所についても、受入可能数を確認す

ることは可能であり、更に、利用決定者の個々の状況を詳細に記載すると、

個人の特定にもつながるおそれがあることから、「定員超過」とのみ理由を

記載した。 

(3) 代替保育施設の案内について 

   処分庁は、現状で可能な限りの代替保育の提案を行った。 

   また、児童福祉法第 24 条には、改正前児童福祉法（子ども・子育て支援

法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成 24年法律第 67号）による改正前の児童福祉法をいう。以下同じ。）第 24

条第１項ただし書にいう「ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減

少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うこと

その他の適切な保護をしなければならない。」及び同条第３項の「やむを得

ない事由」との規定がなく、改正前児童福祉法第 24 条第３項違反をいう主

張は理由がない。 

 

５ 審査庁の裁決についての判断 

  本件審査請求は、棄却するべきとし、その理由を審理員意見書「５ 判断

理由」のとおりとしている。 

 

６ 審査会の判断 

  当審査会の判断理由は、審理員意見書の「５ 判断理由」と同旨であり、

次のとおりである。 

 (1) 適用法令等 

本件処分は、児童福祉法第 24 条第３項及び附則第 73 条第１項の規定に

基づき実施される利用調整に係る処分であるが、横浜市では、これらの規

定に基づく利用調整を実施するに当たっての細則として、横浜市支給認定

及び利用調整等実施要綱（平成 26 年 10 月 10 日こ企第 580 号）、横浜市支
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給認定及び利用事務取扱要領（平成 26 年 10 月 14 日こ企第 581 号）、基準

通知及び横浜市支給認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について

（平成 26年 10月 14日こ企第 545号）を定めている。 

 (2) 本件処分に係る審査基準 

行政手続法第５条第１項は、申請により求められた許認可等をするかど

うかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準（以下「審

査基準」という。）を定めること、同条第２項は、審査基準は、許認可等の

性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないこと、同条

第３項は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先

とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査

基準を公にしておかなければならないことを定めているところ、本件処分

に係る審査基準がこれらの規定に照らし適法といえるかどうか検討する。 

  ア  審査基準の定め 

児童福祉法第 24 条第３項及び附則第 73 条第１項の規定に基づく利用

調整に係る審査基準として、基準通知を定めている。 

イ  審査基準の具体性 

審査基準に求められる具体性の程度は、覊束性の強い処分にあっては、

一義的な判断が可能な程度までできる限り具体化されることが望ましい

が、一方で、行政庁に広範な裁量が認められている許認可等については、

行政手続法が行政庁に個々の案件に応じた適切な判断を期待して裁量を

与えた趣旨からすれば、審査基準が同法第５条第２項の規定に照らし具

体的であるかについては、当該許認可等の性質に照らして、これを判断

するのが相当と解される。 

そして、児童の要保護性の大小を判断するという利用調整の性質に照

らせば、本件処分に係る審査基準として定められている基準通知によっ

て、希望者過多の場合に考慮される保護者の状況の優先順位を客観的指

標によって示すことができるのであれば、基準通知は本件処分の審査基

準として、同項の規定に適うものと解するのが相当である。 

これを本件についてみると、基準通知は、「保育の提供が必要であると

認定されたにもかかわらず、その利用を希望する保育所等について、利

用の申込みに係る子どもの数及び当該保育所等を現に利用している子ど

もの総数が当該保育所等の利用定員の総数を超える場合」は、基準通知
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別表２「利用調整基準」、基準通知別表２－２「その他の世帯状況」及び

基準通知別表３「調整指数一覧表」に当てはめて、当該申込みに係る児

童について利用調整順位を判断する旨を定めている。そして、基準通知

別表２「利用調整基準」、基準通知別表２－２「その他の世帯状況」及び

基準通知別表３「調整指数一覧表」は、申請者が提出する子ども・子育

て支援制度利用申請書及びその添付書類の記載に基づき画一的に当ては

めて、当該申込みに係る児童の利用調整基準ランク、調整指数等を客観

的指標によって示すことが可能といえる基準であるから十分具体的であ

るといえる。 

ウ  審査基準の公表 

審査基準の公表は、申請しようとする者あるいは申請者に対して、審

査基準を秘密にしないという趣旨であると解するのが相当であるところ、

審査基準たる基準通知の内容は、利用案内に記載され、横浜市及び各区

のウェブサイト上で閲覧可能となっており、子ども・子育て支援制度利

用申請書とともに配布されているから、審査基準は公表されているとい

える。 

(3) 本件における具体的な判断が適切であったか。 

   ア  対象児童の利用調整基準ランク、調整指数等 

審査請求人から処分庁に提出された子ども・子育て支援制度利用申請

書（２・３号用）、２号３号認定理由申立書及び雇用（予定）証明書（新

規用）に従い、基準通知別表２「利用調整基準」に当てはめると、対象

児童は「ひとり親世帯等において、就労、求職活動、職業訓練等を行う

ことにより、自立促進が図られると福祉保健センター長が判断した場合」

に該当するといえるため、対象児童はＡランクに該当する（基準通知別

表２－２「その他の世帯状況」で定めるランクの引上げに用いる各指標

にはいずれも該当しない。）。また、基準通知別表３「調整指数一覧表」

に当てはめると、「ひとり親世帯等で 65歳未満の同居親族がいる場合」（１）

及び「元のランクが「８ ひとり親世帯等」で就労内定の場合」（－２）

に該当するため、調整指数は－１となる。 

また、保育所等の利用の申込みに係る児童の利用調整基準ランク及び

調整指数がともに同一で並んだ場合は、基準通知別表３「同一ランク・

同一調整指数で並んだときの利用調整」に基づき利用調整を行う。まず、
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第１指標として類型間の優先順位（上位から、①災害、②疾病・障害、

③居宅外労働、④介護、⑤ひとり親等、⑥居宅内労働、⑦居宅外・内労

働（内定）、⑧就学等、⑨出産、⑩求職中）を付け、これでも並べば、第

２指標として、養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯を優

先し、更に、これでも並べば、第３指標として、経済的状況（合計所得

金額）が低い世帯を優先することとなる。 

対象児童については、第１指標である類型間の優先順位は⑤ひとり親

等であり、第２指標である養育している小学生以下の子どもの人数は１

名であり、そして、第３指標である経済的状況（合計所得金額）は〇〇

円である。 

  イ Ａ保育園、Ｂ保育園、Ｃ保育園、Ｄ保育園、Ｅ保育園、Ｆ保育園及び

Ｇ保育園の利用調整 

Ａ保育園の１歳児クラスは、受入可能数が〇名であるところ、これを

上回る〇名の申請が、Ｂ保育園の１歳児クラスは、受入可能数が〇名で

あるところ、これを上回る〇名の申請が、Ｃ保育園の１歳児クラスは、

受入可能数が〇名であるところ、これを上回る〇名の申請が、Ｄ保育園

の１歳児クラスは、受入可能数が〇名であるところ、これを上回る〇名

の申請が、Ｅ保育園の１歳児クラスは、受入可能数が〇名であるところ、

これを上回る〇名の申請が、Ｆ保育園の１歳児クラスは、受入可能数が

〇名であるところ、これを上回る〇名の申請が、そして、Ｇ保育園の１

歳児クラスは、受入可能数が〇名であるところ、これを上回る〇名の申

請があった。本件各保育所に利用が決定した児童の利用調整基準ランク

及び調整指数は、いずれも、Ａランク、調整指数０以上であることが認

められることから、本件各保育所に利用が決定した児童が対象児童に優

先される。 

  したがって、審査請求人の利用申請は認められない。 

(4) 理由の提示 

審査請求人は、本件処分に係る処分理由として処分庁が提示している「定 

員超過」について、不十分であり、行政手続法第８条の規定に違反する旨 

主張する。 

この点、同法第８条は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒

否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さ
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なければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にさ

れた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められてい

る場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は

添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあ

ったときにこれを示せば足りる。」と定めるところ、「どの程度の記載をな

すべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に

照らしてこれを決定すべき」（最高裁判所昭和 38年５月 31日判決）ことを

前提として、「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒

否されたかを、申請者においてその記載自体から了知し得るものでなけれ

ばなら」ない（最高裁判所昭和 60年１月 22日判決）とされている。 

確かに、処分庁は、「定員超過」の前提となる本件児童の利用調整基準ラ

ンク及び調整指数を判断しているわけであるから、本件処分を不服として

事後争訟手続等にのっとって救済を求めることなどの申請者の便宜を考え

ても、本件処分の理由として、処分庁が判断した利用調整基準ランク、調

整指数等を提示することが望ましい。更に、処分庁が判断した対象児童の

利用調整基準ランク、調整指数等を提示したとしても、例えば本件各保育

所に入所した児童のうち最も利用調整基準ランクの低い児童の利用調整基

準ランク及び調整指数も併せて提示するなどしない限り、いかなる事実関

係に基づき本件処分がなされたかを了知し得るものとはいえないから、本

件処分の理由の提示として、対象児童の利用調整基準ランク、調整指数等

を提示する場合には、併せてこれも提示することが望ましいといえる。 

しかしながら、処分庁が基準通知に基づき判断した客観的指標である対

象児童の利用調整基準ランク、調整指数等は、審査請求人においても基準

通知から推認し得るものであるといえ、そうである以上、本件審査請求の

ように事後争訟手続をするか否かの判断も一応可能と解するのが相当であ

る。また、本件各保育所の受入可能数については、ウェブサイト上で閲覧

が可能であるなど、審査請求人はこれらを知り得るものであるということ

ができるから、処分理由として「定員超過」と提示された場合には、本件

各保育所に係る利用調整において、対象児童の利用調整基準ランク、調整

指数等を上回る児童数が少なくとも受入可能数を上回るということは審査

請求人において了知し得るものというべきである。 

更に、本件処分に係る理由をより具体的に記載するとなると、その性質
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上、他の児童の具体的な養育状況、各家庭における保護者の勤務状況等の

プライバシーにわたる具体的事情との比較が問題とならざるを得ず、各申

請者が相当に近くに居住する者であると推測されることに照らしても、更

にその具体的事情まで踏み込んで提示することは、処分庁としては困難を

伴うものというべきである。 

加えて、本件処分のごとく、一時に大量に行われるような処分について

は、処分庁の事務処理の効率性確保の観点から、申請者から求めがあった

場合は別として、一般人であれば申請者側において当該処分の理由を認識

し得る場合には、これらを逐一全ての申請者に示さず、「定員超過」という

ものであっても、(2)イで述べた利用調整の性質に照らせば、一定の抽象化

した内容となることもやむを得ないものといえる。 

したがって、上記の諸点を踏まえた上での本件処分の理由は、いかなる

事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを「定員超

過」という記載自体から了知し得るものであると認めるのが相当であるか

ら、審査請求人の主張には理由がない。 

(5) 児童福祉法第 24 条第２項における「必要な保育を確保するための措置」

違反の主張について 

審査請求人は、児童福祉法第 24条第２項における「必要な保育を確保す

るための措置」を講じていないにもかかわらず、本件処分を行ったことは、

不適切あるいは違法であると主張する。しかしながら、同措置を講じたか

どうかは、本件処分を行うに当たっての要件及び考慮要素とはいえず、本

件処分の結果に影響をもたらさないため、同措置を講じたかどうかの判断

は、本件には不要である。 

(6) 憲法違反等の主張について 

審査請求人は、本件処分により、対象児童は保育を受ける権利を侵害さ

れ、入所が認められた児童との間での不平等が生じ、審査請求人も保育所

を利用する権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する（憲法第

13 条、第 14 条及び第 25 条並びに児童福祉法第 24 条第１項違反）と主張

する。 

この点、児童福祉法の規定及び本件処分が、憲法に反するかどうかの判

断は審査庁の権限外であり、ゆえに当審査会の調査審議の対象にはならな

い。本件審査請求のごとく、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）に



9 

よる審査請求については、審査庁は、当該審査請求に係る処分が、法令の

規定に従った適法かつ妥当なものであるかを審理判断するものである。 

以上を踏まえ、審査請求人の主張について判断する。 

審査請求人は、児童福祉法第 24条第１項に違反すると主張するが、要す

るに、処分庁は同項の規定に基づいて、対象児童を保育所において保育す

る義務を負っているにもかかわらず、本件各保育所の施設利用を保留とす

る本件処分をすることは、同項に違反するものであって違法であると主張

する趣旨と解される。 

確かに、同項は、「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定め

るところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護す

べき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において（中

略）、当該児童を保育所において保育しなければならない。」と定め、市町

村に対し、保育所における保育の実施義務を定めている。 

しかしながら、同条第２項では、子ども・子育て支援法で創設された地

域型保育給付等を前提に、市町村に地域の実情に応じて保育所以外の手段

で保育を提供する体制の確保義務があることを明記し、更に同条第３項で

は、いわゆる待機児童が発生している場合などを想定して、これらの利用

調整等を行う規定を置いている。 

このような児童福祉法の定めによれば、同法は、市町村が、定員を上回

る需要がある場合に調整を行い、その結果として保育の必要性がありなが

ら保育所への入所が認められない児童が生じ得る事態を想定しているもの

と解するのが相当である。 

したがって、本件処分は、同法第 24 条第３項及び附則第 73 条第１項の

規定に基づき、あらかじめ定められた明確かつ合理的な審査基準に従って

客観的に行われた適法かつ妥当な処分であることは既に述べたとおりであ

るから、本件処分を行ったとしても、そのこと自体をもって、同法第 24条

第１項の義務に違反したということはできない。 

(7) 結語 

上記のとおりであるから、児童福祉法第 24 条第３項及び附則第 73 条第

１項の規定に基づく本件処分は、適法かつ妥当といえる。 

(8) 審理員の審理手続 

本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 
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(9) 結論 

以上のとおりであるから、５の審査庁の裁決についての判断は、妥当で 

ある。 
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≪ 参 考 １ ≫ 

審理員の審理手続の経過 

年 月 日 審 理 手 続 の 経 過  

平成29年２月22日 ・審査請求書（副本）の送付及び弁明書の提出等依頼 

平成29年３月15日 ・弁明書及び証拠書類の受理 

平成29年３月21日 ・弁明書（副本）の送付及び反論書の提出等依頼 

平成29年３月27日 ・審査請求に係る確認事項の送付 

平成29年４月５日 ・書類その他の物件の提出要求 

平成29年４月11日 ・反論書受理 

平成29年４月14日 ・書類その他の物件の提出 

平成29年４月18日 
・物件提出のお知らせ 

・反論書（副本）の送付 

平成29年５月17日 ・審理手続の終結 

平成29年５月23日 ・審理員意見書の提出 

 

≪ 参 考 ２ ≫ 

審査会の調査審議の経過 

年 月 日 調 査 審 議 の 経 過  

平成29年５月24日 
・審査庁から諮問書及び事件記録等の写し受理 

・調査審議 

平成29年６月21日 ・調査審議 

 


